
とを理由として仕事上の差別をしたことも問題に
なっています。
　したがって、①と②はセクハラとみなされま
す。④もその態様によりやはりセクハラとみなさ
れるでしょう。その点では、セクハラ事案は④
で問題になるように自己決定やプライバシ−を
侵害する側面もあるわけです。なお、③はセクハ
ラとはいえません。愚痴ぐらいは大目に見てやっ
てください。

【男女雇用機会均等法11条】
事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその
雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件に
つき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者
の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの
相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その
他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

� ［正解］　①②④

事業主にセクハラ防止措置の義務

��男女雇用機会均等法11条では、事業主にセクハ
ラ防止の措置を義務づけています。これは、女性
労働者が被害者となる場合のみでなく、男女労働
者双方を対象としています。
� �セクハラ禁止の基本的視点は、相手が好まない
性的な言動を慎むべきことであり、法的には、当
該行為が、労働者の「性的人格権」を侵害するとか、
使用者の「性的な問題から自由な職場環境を確保
する義務」に違反すると構成されています。セク
ハラ禁止は、人格権保障の一態様に他ならないわ
けです。
��次に、セクハラの類型としては、「対価型」と「環
境型」があげられるのが一般的であり、11条の
規定もそうなっています。ところが、実際の裁判
においては、強制わいせつや執拗ないじめ・いや
がらせ、性的な噂を流布したり、性的な質問や発
言をしたり、また、性的な要求に従わなかったこ

どの職場でもハラスメント対策は大きな課題。セクハラ、パワハラ、マタハラ、さらに最近では
SOGIハラなど、多様なハラスメントが問題になっているが、セクハラは、すでに法律で事業主
に防止措置が義務づけられている。何がセクハラにあたるのか、確認しておこう。
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管理職が部下に行うと、セクハラとみなされるものをすべて選んでください。問

① 性的な経験の有無を聞く。

③  セクハラ研修がつらいという 
愚痴を言う。

②  自分が風俗店に行った話をする。

④ 結婚しない理由を執拗に聞く。

解 説

セクシュアル・ハラスメント

道幸哲也 どうこう・てつなり  
（一社）日本ワークルール検定協会 代表理事
北海道大学大学院法学研究科修士課程修了。小樽商科大学商学部助教授、北海道大学法
学部教授、放送大学教授などを歴任。2007年、NPO法人職場の権利教育ネットワークを
設立。「ワークルール検定」の立ち上げに尽力し、2013年に設立された検定協会の代表理
事に就任。著書に『不当労働行為救済の法理論』（有斐閣）、『15歳のワークルール』（旬報
社）など。

このページは連合HPでも配信中！  機関紙等にご活用ください。

ワークルール検定とは
ワークルールに関する一般的な
知識を問う検定試験。厚労省も後援。

（一社）日本ワークルール検定協会
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問合先

次回は 
6月10日（日）

どう こう
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